
（１）買入までの手続き

＜パターン１（全農・全集に加入者）＞

①　様式1・２号　平成２３米穀年度販売環境整備計画書

②　様式３号　売買契約書

とりまとめ

＜パターン２（パターン１以外）＞ １．過剰米対策基金の範囲内に調整

①　様式1・２号　平成２３米穀年度販売環境整備計画書 ２．当初倉所から指定倉庫へ集約（倉所の指定）

②　様式３号　売買契約書 ３．第三者機関による検収後買入

１．計画書の提出と売買契約

パターン1 全国団体

パターン２ 契約方針作成者（直接加入者）

２．集約・検収

2月末までに集約・検収完了を目途（集約完了後速やかに完了報告を提出）

検収完了後速やかに買入代金支払い（支払日いは、３月１５日～３月末日で別途通知）

計画書は2月10日を目途に提出 速やかに売買契約締結

販売環境整備事業の実施概要について

対象農業者

対象農業者 契約方針作成者

対象農業者

県団体 全国団体 米穀機構

対象農業者

対象農業者 契約方針作成者

対象農業者

米穀機構



（２）計画書提出から買入場所へ搬入まで

計画書提出 買入場所（倉庫）通知 対象米穀の搬入 受入完了（在庫明細）連絡

2月10日までに完了を目途 2月２０日までに完了を目途

（３）検収と現品確認書発行

在庫明細通知 検収確認書

検収

2月末完了を目途

※　確認書発行日が所有権移転日となります。

（４）飼料用等別途処理

販売業務委託契約 販売

＜用途限定米穀＞ ＜用途限定米穀＞

現品確認書発行

米穀機構 全国団体 飼料製造メーカ等

全国団体

契約方針作成者

米穀機構

全国団体

契約方針作成者

買入場所（倉庫） 米穀機構

米穀機構 穀物検定協会

買入場所（倉庫）

米穀機構

全国団体

契約方針作成者


